
サービス管理責任者及び
児童発達支援管理責任者
になるために必要な研修受講について



改めて確認します。

サービス管理責任者及び児童発
達支援管理責任者になるには、
経験年数等の他、規定の研修を
受講（修了）する必要がありま
す。



相談支援専門員、サービス管理責任者及び児童発達管理責任者
になるための必要な研修

相談支援専門員
サービス管理責任者
及び児童発達管理責任者

相談支援従事者養成研修（講義部分）

相談支援従事者養成研修

（演習６日間）
（実地研修）

サービス管理責任者等研修

（共通講義１日、
演習２日間）



サービス管理責任者及び児童発達管理責任者になるための必
要な研修

６ヵ月以上から２年以上の実務経験

 サービス管理責任者等研修

（実践研修）
（１４．５時間）



・７月１日（火）に福島県障がい福祉課のホー
ムページに基礎研修開催要領がアップされる
予定です。

・申込み期限は７月１８日（金）消印有効となっ
ております。

・基礎研修の受講を申し込む際には、障がい
者相談支援従事者養成研修の修了証書（写）
を添付しお申込みください。修了証書（写）が
ない場合は申込みを受付できませんのでご注
意ください。 

・基礎研修の受講は福島県保健福祉部により
決定され、８月上旬に受講決定通知が発送さ
れる予定です。 



研修に関することなど

福島県社会福祉事業団地域福祉課

TEL:０２４８-２５-３０２０

担当：田中・増井

tel:０２４８-２５-３０２０
tel:０２４８-２５-３０２０
tel:０２４８-２５-３０２０
tel:０２４８-２５-３０２０
tel:０２４８-２５-３０２０
tel:０２４８-２５-３０２０
tel:０２４８-２５-３０２０


別紙資料

相談支援専門員及びサービス管理責任者（児童発達支援管理責任者）になるには、実務経験年数等の他、規定の

研修を受講（修了）する必要があります。受講（修了）しなければならない研修は、それぞれ違いますので下記

を参考にお申込みください。

※上記の日程については、変更となる場合がありますので御了承願います。

※相談支援専門員の実地研修の開催時期と場所については各研修の中で案内いたします。

※サービス管理責任者等の研修は告示が改正され、基礎研修修了後に 6ヶ月以上（一定の要件を満たすこと）

または 2年以上のサビ児管の OJT 後、実践研修の受講が必要です。

相談支援専門員及びサービス管理責任者（児童発達支援管理責任者）に

なるために必要な研修の流れ

相談支援専門員になりたい方

受講申込受付

【4月 12 日～4月 26 日】

実地研修 1 (1 日間) 6 月 23 日～

演習 3日間

サービス管理責任者（児童発達

支援管理責任者）になりたい方

相談支援従事者養成研修（共通講義）（eラーニング）【6月 7日～13 日】

A 日程

【7月 16 日】

【7月 17 日】

【7月 18 日】

B日程

【7月 23 日】

【7月 24 日】

【7月 25 日】

実地研修２（１日間） 8月中

演習 3日間

A日程

【9月 11 日】

【9月 12 日】

【9月 13 日】

Ｂ日程

【9月 17 日】

【9月 18 日】

【9月 19 日】

受講申込受付

【4月 12日～4月 26 日】

サービス管理責任者等

基礎研修 受講申込

【7月 1日 ～ 7月 18 日】

サービス管理責任者等基礎研修 （講義）

（1日間）【8月 29日】

サービス管理責任者等基礎研修 （演

習）（2日間）

【第１回：９月１６日～１７日】

【第２回：９月１８日～１９日】

【第３回：９月２５日～２６日】

【第４回：９月２９日～３０日】

相談支援（講義部分）

修了証書

相談支援 （初任者研修）

修了証書

サビ管 児発管

基礎修了証書

サービス管理責任者等基礎研修 事前課題

提出期限【9月 3日】
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